
別紙１  

 

 

 

大津市営住宅の家賃及び駐車場使用料並びに住宅新築資金等貸付金に係る 

未収金回収業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

大津市営住宅の家賃及び駐車場使用料並びに住宅新築資金等貸付金に係る未収金回収業務 

 

２ 業務委託の目的 

大津市（以下「委託者」という。）は、市営住宅入居者ひいては市民に対する公平性を確保するため、

大津市営住宅の家賃及び駐車場使用料を滞納したまま退去した者又は住宅新築資金等貸付金を滞納し

ている者（以下「退去滞納者等」という。）で、かつ回収が困難となっている大津市営住宅の家賃及び

駐車場使用料並びに住宅新築資金等貸付金（以下「対象債権」という。）について、収納強化対策の一

環として、債権回収に関する専門的知識及び経験を有する弁護士又は弁護士法人（以下「受託者」とい

う。）に本業務を委託することにより、未収金の回収を図ることを目的とする。 

 

３ 業務内容 

(1) 委託する対象債権 

委託する対象債権は、委託者が回収業務を委託することが適当であると判断したもの（以下「委

託債権」という。）とする。ただし、次の者に係る対象債権は対象としない。 

ア 退去滞納者等が分割納付中等の事情により、委託者自ら回収することが適当と判断したもの 

   イ 受託者と利益相反の関係にある者 

(2) 委託する業務の内容 

ア 文書や電話による督促及び催告 

退去滞納者等、相続人又は連帯保証人（以下「債務者等」という。）に対し、電話、文書、そ

の他の方法により委託債権が未払である事実を伝えて、支払を督促するとともに、支払に応じ

ない場合は理由を確認する。支払の督促は債務者等が支払を行うまで、又は回収不能と判断す

るまで継続する。 

イ 支払相談業務 

債務者等から支払方法等について相談があった場合には、債務者等の支払能力を考慮し、分

割納付等の最適な支払方法により回収に努める。 

ウ 居所等調査業務 

連絡先及び居所等が明らかでなく、アの業務が実施できない債務者等については、回収見込

を判断の上、居所等の調査を実施する。 

エ 相続人調査業務 

債務者等が死亡していたことが判明した場合、委託者と協議の上、必要に応じ、相続人の調

査を実施する。 

オ 収納業務 

債務者等からの支払については、受託者が収納後、本市が指定する金融機関口座に振込む。 



 

 

ただし、債務者等から委託者へ直接支払いがあった場合は、委託者から受託者へその旨を連絡

する。 

カ 法的手続業務 

債務者等の財産等の調査及び支払督促、債権差押命令申立等の法的手続きを行った方がよい

と判断した債務者等については、委託者と協議の上、その手続を行う。 

キ 報告業務 

定期報告として、回収の実績及び対応状況について３ヶ月ごとに電子データ（PDFファイル

及びエクセルファイル）で委託者へ報告する。また、下記「６回収業務停止案件等」に規定

する内容に該当すると判断した場合や受託者が債務者等の状況等について個別に照会した

場合も同様に報告する。 

  

４ 委託債権の督促方法 

(1) 委託債権の督促方法は、原則として受託者の判断に任せる。  

(2) 委託債権の督促は、債務者等の承諾なく、午後９時から翌朝午前８時までは行わない。  

(3) 受託者は、委託者の代理人として、適切で公平な態度を保つとともに、委託債権の督促を行う場

合は、委託者から当該事務を委託されていることを債務者等に告げなければならない。 

 

５ 委託債権に係る督促等の制限 

(1) 委託者は、委託債権について、受託者に無断で債務者等に対し督促してはならない。 

(2) 債務者等が委託債権を委託者へ支払った場合は、委託者は収納した後、速やかに受託者へ報告す

るものとする。この場合、受託者の未収金回収業務の実績として計上するものとする。 

 

６ 回収業務停止案件等 

(1) 回収業務停止案件 

債務者等が次に該当する場合は、受託者は回収業務を停止し、その債権を委託者に返却するもの

とする。 

ア 「大津市債権の管理に関する条例」及び「大津市債権の管理に関する条例等施行規則」に規定す

る債権放棄の要件を満たす債権 

イ 消滅時効の援用をした債権 

ウ その他、委託者と協議した結果、回収業務の続行が困難であると判断した債権 

(2) 回収不能債権報告書の作成  

回収業務を停止し、その債権を委託者に返却するものについては、３ヶ月ごとに回収不能債権報

告書を作成し、証拠資料並びに調査記録を添付のうえ委託者に提出する。 

 

７ 入金口座及び保管口座 

(1) 受託者は、口座振込により債務者等から委託債権の支払いを受けるときは、当該業務専用の決済

用預金口座（以下「専用口座」という。）において受けなくてはならない。 

また、債務者等から現金を領収したときは、専用口座に速やかに入金するとともに、原則として



 

 

領収書を交付すること。 

(2) 受託者は、専用口座に保管している回収金を毎月取りまとめ、翌月の第５営業日に、委託者の指

定する金融機関口座に振込む。（振込手数料は、受託者の負担とする。）  

(3) 受託者は、回収金の月計報告書を作成することとし、作成した月計報告書は月末締め翌月第３営

業日までに委託者に提出すること。 

(4) 受託者は、専用口座を開設した場合は、文書でその旨を委託者に報告すること。 

 

８ 業務水準の確保 

(1) 受託者は、居所が判明している債務者等について、１年に３回以上、督促を行うこと。  

(2) 受託者は、所在が判明していない債務者等について、転居先の把握に努め、転居先が判明した債

権については、督促を行う。ただし、転居先判明の時期等により、１年に３回以上の督促が困難な

場合は、実施可能な範囲で督促を行うこと。 

（3） 受託者は、債務者等の居所または転居先住所等について、必要があると認めるときは、少なくと

も１回以上現地調査を行うこと。 

(4) 受託者は、上記(1)及び(2)について、３ヶ月ごとに、各委託債権の督促回数、転居先が判明した

債務者等の転居先住所等を委託者に報告すること。 

 

９ 収納業務に要する費用の徴収禁止 

受託者は、理由の如何を問わず、業務を遂行するに際し必要な費用を、債務者等から徴収してはなら

ない。 

 

10 法的手続業務の委任及び経費の負担 

(1) 法的手続業務は、訴訟委任状を交付することにより個別案件に関する法的手続業務を委任するこ

ととし、受任者は、当該訴訟委任状を受領した時点以降、法的手続に関する業務に着手するものとす

る。 

 (2) 訴状貼付用印紙代、送達費用、裁判所出頭費用（交通費）その他の法的手続き業務に係る費用は、

委任者の負担とする。 

(3) 法的手続業務費用（着手金、収入印紙代及び財産調査等の実費負担の費用）を除く業務に係る費

用（郵便代、電話代、交通費等）は、受託者の負担とする。 

 (4) 法的手続業務のうち債権差押命令申立事件等の申立前等に滞納者等の執行対象財産の有無等に

関する事前調査のため、次の各号の調査照会を行う場合において，当該照会業務に関する費用を要

したときは、その費用は、実費の範囲において委任者の負担とする。この場合において、受任者は、

当該調査の着手前に委任者に調査対象者の氏名及び調査の概要等を告知するものとする。 

ア 弁護士法第２３条の２に基づき公務所等又は公私の団体に対して行う照会 

イ 前号のほか、受任者が、弁護士としての職務上の地位に基づき行う照会 

 

11 再委託 

業務の実施にあたり、原則として再委託は認めない。ただし、委託者より書面による同意を得た場合 

はこの限りでない。 



 

 

 

12 委託料 

(1) 委託料は、債務者等から収納した金額に成功報酬率を乗じた金額及び回収不能債権報告書作成額

並びに法的手続業務費用（着手金、収入印紙代及び財産調査等の実費負担の費用）を支払うものとす

る。 

(2) 受託者は、委託者による業務報告の検査合格後に、３ヶ月ごとの各期間に収納した額及び回収不

能債権報告書作成件数並びに法的手続業務費用に基づき委託料を算出し、請求書及び請求内訳書を

もって委託者に請求する。ただし、委託料に１円未満の端数が生じる場合は切り捨てる。 

(3) 委託者は、適法な請求書を受理した日から３０日以内に受託者に委託料を支払うものとする。 

 

13 受託者に提供する個人情報の範囲 

受託者が業務を遂行するにあたり、委託者が提供する債務者等の個人情報は、仕様書別紙１「提供情

報」のうち把握している項目とする。なお、受託者がそれ以外の情報を必要とする場合には、委託者が

業務の遂行に必要と認める範囲で情報を提供するものとする。 

 

14 個人情報関係法令等の遵守 

受託者は、委託者から提供された債務者等の個人情報及び業務上知り得た個人情報については、「個

人情報の保護に関する法律」及び「大津市個人情報保護条例」等の法令に基づき適切な管理を行い、そ

の取扱いは特に慎重を期し、物理的・人的原因による情報漏洩が生じないように措置するものとする。 

 

15 業務改善指示 

委託者は、業務の内容や進捗状況が不十分と判断した場合には、受託者に対し文書で業務改善指示を

行うことができる。 

受託者は指示を受けた場合、速やかに業務を改善し改善結果を委託者に文書で報告しなければなら

ない。 

 

16 苦情処理 

(1) 債務者等又は第三者からの苦情については、受託者において適切に対応する。  

(2) 受託者は、委託者の代理人として良識のある行動と善良なる態度で業務を実施するものとし、債 

務者等又は第三者から、苦情等を受け付けた場合は、誠実に対応すること。   

(3) 上記(1)に該当する苦情に対応した場合については、苦情の内容及びその対応を取りまとめ、３ヶ

月ごとに文書で報告する。 

 

17 安全確保及び損害賠償 

(1) 業務の実施にあたり、受託者は、傷害、盗難等に対する安全確保に万全の注意を払うものとする。 

また、受託者が損害を受けたときは、委託者に責任がある場合を除いて、委託者は補償しない。 

(2) 業務の実施にあたり、受託者は、委託者及び債務者等並びに第三者に損害を与えないように注意

すること。また、受託者の故意又は過失により委託者及び債務者等並びに第三者に損害を与えた場



 

 

合には、直ちに委託者に報告するとともに、受託者がその損害を賠償するものとする。 

 

18 実施の報告及び検査について 

 (1) 委託者は、当該業務の適正な実施を確保するため、必要があると認めるときは、受託者に対し、 

業務の実施状況につき必要な報告を求めること、又は立入検査を実施することができる。 

(2) 受託者は、委託者の立入検査の実施に協力しなければならない。 

(3) 上記(2)の立入検査の結果、受託者の業務の実施が適正でないと認められる場合には、委託者は受

託者に対しその改善を求めるとともに、業務の改善が認められるまで業務を中止させることができ

る。 

 

19 契約の解除 

委託者は、受託者が前項に定められた業務改善指示に従わない場合及び上記「14 個人情報関係法令

等の遵守」に規定する内容に違反した場合のほか、委託者が契約を解除することが適当と判断した場合

は契約を解除することができる。その場合、受託者は、損害が発生したときは、その損害を賠償金とし

て委託者に支払わなければならない。 

 

20 契約終了後の措置 

受託者は、契約が終了したときは、直ちに本業務の専用口座を閉鎖するとともに、保管している金額

を委託者に報告し、当該金額を委託者に払い込まなければならないものとする。また、本業務において

委託者から提供を受けた委託債権に係る情報等は、委託者に速やかに返還すること。 

 

21 その他 

本仕様書に定めのない事項が生じたときは、その都度委託者と受託者が協議のうえ定めるものとす

る。 

  



 

 

仕様書別紙１ 

 

提 供 情 報 

 

１ 債務者の基本情報 

（１）氏名（漢字・カナ） 

（２）住所 

（３）生年月日 

（４）電話番号（自宅・携帯） 

（５）未収額 

（６）納付誓約書 

（７）最終入金日 

（８）退去日 

（９）訴訟の有無 

（10）本籍地 

（11）収入額 

（12）保有口座 

 

 

２ 保証人等がいる場合は保証人等の基本情報 

（１）氏名（漢字・カナ） 

（２）住所 

（３）生年月日 

（４）電話番号（自宅・携帯） 

（５）債務者との関係 

 

３ 督促及び納付交渉の状況 

 

 


